
令
和
２
年
度
就
学
援
助
の

申
請
受
付

問
・
申
学
校
教
育
課

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
７
０
０

　
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
経
済
的

に
困
っ
て
い
る
小
・
中
学
生
の
保

護
者
に
、
学
用
品
費
や
給
食
費
な

ど
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。（
所

得
制
限
あ
り
）

案
内
・
申
請
書
の
配
布
場
所

　
学
校
教
育
課
・
各
庁
舎
・
在
籍

　
す
る
学
校
（
市
内
の
学
校
で
は
、

　
４
月
以
降
に
案
内
を
配
布
し
ま

　
す
）

提
出
先　
学
校
教
育
課
か
在
籍
す

　
る
学
校
（
郵
送
可
）

申
請
受
付
期
間

　
４
月
１
日
㈬
～
30
日
㈭

　
５
月
以
降
は
、
令
和
３
年
２
月

26
日
㈮
ま
で
受
付
。（
申
請
し
た

月
に
よ
っ
て
、
援
助
対
象
費
・
金

額
が
異
な
り
ま
す
）

注
意

・
令
和
元
年
度
に
就
学
援
助
を
受

　
け
て
い
た
場
合
で
も
、
新
た
に

　
申
請
が
必
要
で
す
。

・
同
居
す
る
世
帯
全
員
の
市
・
県

　
民
税
の
申
告
を
済
ま
せ
て
か
ら
、

　
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
で
、

　
市
内
に
住
所
登
録
が
な
い
保
護

統
合
保
育
園
の
名
称
を
募
集

問
・
申
子
育
て
支
援
課 

保
育
班

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
８
２
２

　
F
７
７
３ 

ー 

６
７
２
４

　

hoiku@
city.

　
　

m
inam

iuonum
a.lg.jp

　
令
和
３
年
４
月
に
、
上
長
崎
保

育
園
と
下
長
崎
保
育
園
を
統
合
し

て
開
園
す
る
保
育
園
の
名
称
を
募

集
し
ま
す
。

募
集
期
間

　
３
月
15
日
㈰
～
31
日
㈫

応
募
方
法　
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か

　
ら
応
募
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　
し
、
必
要
事
項
を
記
入
し
て
応

　
募
先
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
先　
応
募
用
紙
を
子
育
て
支

　
援
課
に
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

　
メ
ー
ル
で
提
出
す
る
か
、
上
長

　
崎
保
育
園
、
下
長
崎
保
育
園
に

日
曜
窓
口
を
開
設
し
ま
す

問
市
民
課

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
６
６
１

　
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬
は
、
転

入
・
転
出
や
健
康
保
険
の
切
り
替

え
な
ど
の
手
続
き
で
、
市
民
課
の

窓
口
が
混
雑
し
ま
す
。
混
雑
を
緩

和
す
る
た
め
に
、
日
曜
日
に
市
民

課
窓
口
を
開
き
ま
す
。

日
３
月
29
日
㈰
、
４
月
５
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

会
本
庁
舎 

市
民
課

※
大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
は

　
開
設
し
ま
せ
ん

受
け
付
け
る
手
続

・
転
入
、
転
出
、
転
居
、
国
民
健

　
康
保
険
の
資
格
喪
失
・
資
格
取

　
得
な
ど
の
届
出

・
住
民
票
、
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の

　
証
明
書
の
交
付
申
請

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

　
と
交
付
な
ど

注
意

・
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
事
務
は

　
取
り
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。

事
業
系
一
般
廃
棄
物
排
出

量
調
査

問
廃
棄
物
対
策
課

　
☎
７
8
２ 

ー 

０
３
３
９

　
市
で
は
、
一
般
家
庭
で
推
進
し

て
い
る
ご
み
の
減
量
化
と
リ
サ
イ

ク
ル
を
、
事
業
系
一
般
廃
棄
物
で

も
同
様
に
推
進
す
る
た
め
、
事
業

所
か
ら
の
一
般
廃
棄
物
排
出
量
を

調
査
し
ま
す
。

　
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

調
査
期
間

　
４
月
～
令
和
３
年
３
月

対
市
内
に
あ
る
一
般
廃
棄
物
の
廃

　
出
事
業
者

調
査
方
法

　
収
集
運
搬
業
者
が
事
業
所
か
ら

収
集
し
た
廃
棄
物
の
量
と
事
業
所

が
ご
み
処
理
施
設
に
直
接
搬
入
し

た
廃
棄
物
の
量
を
計
測
。

　
者
や
同
居
世
帯
員
は
、
令
和
元

　
年
分
の
所
得
課
税
証
明
書
（
６

　
月
ご
ろ
に
発
行
）
を
前
住
所
地

　
か
ら
取
り
寄
せ
て
、
後
日
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

・
戸
籍
届
出
（
婚
姻
・
死
亡
届
な

　
ど
）
は
宿
日
直
で
の
取
り
扱
い

　
に
な
り
ま
す
。

・
関
係
機
関
な
ど
と
の
連
絡
が
必

　
要
な
手
続
き
は
、
正
式
な
処
理

　
が
翌
日
以
降
に
な
る
こ
と
が
あ

　
り
ま
す
。

・
来
庁
者
が
集
中
し
た
場
合
は
、

　
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
こ
と
が

　
あ
り
ま
す
。

　
直
接
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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